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お 知 ら せ

平成２１年８月１１日

関西国際空港株式会社

建設事務所長 宮間 俊一

今般、当所は「２期空港島用地造成事業技術補助業務（その２）」の発注を予定しており、

本業務を受注いただく方をプロポ－ザル方式（技術提案）により決定することにしました。

このプロポ－ザル方式は、当所の提示する条件に基づき技術提案書を提出いただいた後、

当所が設置します選定委員会において、その内容を審査して最終的に本業務の委託者を決定

するものです。

つきましては、下記のとおり技術提案の募集を行いますので、本件のプロポ－ザルに参加

を希望される方は、内容をご確認の上、ご応募下さい。

記

１．業務概要

（１）業務名

２期空港島用地造成事業技術補助業務（その２）

（２）業務内容

本件は、関西国際空港２期用地造成事業を円滑かつ効率的に行うため、工事監督補助、

沈下管理に関する補助、環境調査補助、造成地及び構造物の管理補助等の技術的な業務を

行うものである。

主な業務内容は以下のとおりである。

１）工事監督補助業務

工事請負者から提出された資料と設計図書との照合等

２）沈下管理に関する補助業務

①工事の施工実績を反映した予測沈下量の計算等

②沈下測定結果による沈下状況の確認等

③新規構造物に関する沈下・安定計算の実施等

３）環境調査補助業務

①調査請負者から提出された資料と設計図書との照合等

②水質測定結果のデ－タ整理等

４）造成地及び構造物の管理補助業務

既設造成地及び構造物等の巡視等

５）資料作成業務

２期空港島用地造成事業の進捗状況に関する資料作成等
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（３）技術提案を求める特定テ－マ

本業務において技術提案を求めるテ－マは、以下のとおりである。

１）工事監督の留意点について

２）沈下管理における留意点について

３）造成地及び構造物の管理における留意点について

４）守秘性、中立性及び公平性確保に関する留意点について

（４）履行期間

平成２１年１０月１日から平成２２年３月３１日までとする。

２．参加資格要件

（１）関西国際空港(株)における平成２０・２１年度測量・調査・コンサルタント部門にお

ける取引希望者名簿に登録されている者であること。

（２）当社から指名回避の措置を受けている期間中の者でないこと。

（３）上記（１）に掲げる取引希望者名簿に登録されていない者も参加表明書を提出するこ

とができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提

案書を提出するためには、技術提案書の提出時において、当該資格を得ていなければな

らない。

（４）参加表明者が業務実績を有していること。

（５）配置予定主任技術者が資格、業務実績を有していること。

（６）業務実施体制（再委託又は技術協力の予定を含む）が妥当であること。

３．技術提案書を特定するための評価基準

（１）配置予定主任技術者の経験及び能力

配置予定主任技術者の資格、業務実績の内容、ヒアリング（技術力、取り組み、応答性、

業務理解度、業務実施手順）

（２）特定テーマに対する技術提案書

的確性、実現性

４．手続き等

（１）担当窓口

〒 549-0001 大阪府泉佐野市泉州空港北１番地 建設棟

関西国際空港（株）建設事務所 工事・工務グループ 喜多・谷渕

電話：０７２－４５５－４０１０

（２）説明書の交付期間、場所及び方法

平成２１年８月１１日（火）から平成２１年８月２１日（金）まで。(土曜日、日曜日

及び祝日は除く。）（１）に示す場所にて交付する。

（３）参加表明書の受付期間並びに提出場所及び方法

①受付期間：平成２１年８月１１日（火）から平成２１年８月２１日（金）までの（土

曜日、日曜日及び祝日を除く。）１０時００分から１７時００分まで。

②提出場所：（１）に同じ

③提出方法：書面により、持参又は郵送（書留郵便に限る。）若しくは託送（書留郵

便と同等のものに限る。）すること。

（４）技術提案書の受付期間並びに提出場所及び方法

①受付期間：平成２１年８月３１日（月）から平成２１年９月１０日（木）までの（土

曜日、日曜日及び祝日を除く。）１０時００分から１７時００分まで。

②提出場所：（１）に同じ

③提出方法：書面により、持参又は郵送（書留郵便に限る。）若しくは託送（書留郵
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便と同等のものに限る。）すること。

（５）技術提案に関するヒアリング

１）以下のとおりヒアリングを行う。

①実施場所：関西国際空港（株）建設事務所 会議室

②実施日時：平成２１年９月１１日（金）～平成２１年９月１４日（月）

時間は協議の上、決定する。

③出 席 者：配置予定主任技術者

２）ヒアリングでは技術提案書に記載された以下の事項について質疑応答を行う。

①配置予定主任技術者の経歴について

②配置予定主任技術者の業務実績について

③取り組み姿勢（業務の実施方針）について

④特定テ－マについて

３）ヒアリング時の追加資料は受理しない。

５．その他

（１）関連情報を入手する窓口 ４（１）に同じ。

（２）技術提案書の作成、提出に関する費用は、提出者の負担とする。

（３）技術提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された技術提案書を無効とする。

（４）詳細は説明書による。


